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市発注の建設工事における建設業退職金共済制度への加入と普及促進について 

 

 市では，市発注の建設工事において建設労働者の福祉の向上を図るとともに，建設業

の健全な発展に資する観点から，建設業退職金共済制度の対象となる現場労働者につい

て適切な対応が図られるよう，下記のとおり，請負業者に建設業退職金共済制度への加

入と普及促進を要請することとしましたので，よろしくお願いします。 

 

 

記 

 

市発注の建設工事における建設業退職金共済制度への加入と普及促進についての実施要領 

 

１ 目  的   新潟市が発注した建設工事にあたっては，建設労働者の福祉の向上を図

るとともに，建設業の健全な発展に資するため，建設業退職金共済制度の

対象となる現場労働者について適切な対応が図られるよう請負業者に要請

を行い，制度への加入と普及促進を図る。 

 

２ 対象工事   平成１７年６月１日以降に発注する建設工事 

 

３ 実施方法   工事設計書に別紙「建設業退職金共済制度への加入と普及促進に関する

特記仕様書」を添付し，請負者に要請する。 

 

４ 確認方法   工事施工時及び工事完成時において「施工プロセスチェックリスト」・「工

事成績採点表」又は，施工確認票によりチェックする。 

 

５ 注意事項  特記仕様書は，請負業者への協力要請であるので，適切な指導に努める

こと。 

担当：企画財政局財政部部 工事検査管理室 
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